
公
卿
議
定
制
の
類
型
と
そ
の
性
格

一
坂
本
賞
三
・
安
原
功
両
氏
の
批
判
に
こ
た
え
て
一

美

ーノ

圭

公卿議定制の類型とその性格（美川）

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
か
つ
て
私
は
「
公
卿
議
定
制
か
ら
見
る
院
政
の
成
立
」
と
い
う
論
文
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

藤
木
邦
彦
・
橋
本
義
彦
両
氏
ら
先
学
の
研
究
を
継
承
・
発
展
す
べ
く
、
公
卿

議
定
制
に
つ
い
て
の
類
型
分
類
を
行
い
、
そ
れ
を
も
と
に
院
政
の
成
立
に
つ

い
て
の
私
見
を
述
べ
た
。
そ
の
類
型
に
つ
い
て
最
初
に
簡
単
に
ま
と
め
て
お

く
と
、
ま
ず
公
卿
議
定
を
大
き
く
内
室
の
近
衛
陣
に
お
い
て
行
わ
れ
る
陣
定

と
そ
れ
以
外
の
場
で
の
議
定
i
内
裏
御
前
定
・
殿
上
定
・
院
御
所
議
定
（
御

前
定
・
殿
上
定
）
・
殿
下
直
盧
定
・
殿
下
定
i
に
分
類
し
た
こ
と
に
特
徴
が

あ
る
。
そ
の
分
類
の
根
拠
は
、
前
者
で
は
召
集
公
卿
の
選
定
が
な
く
現
任
公

卿
が
す
べ
て
召
さ
れ
る
点
、
摂
関
の
列
席
が
見
ら
れ
な
い
点
、
前
官
の
出
席

が
少
な
く
と
も
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
に
は
見
ら
れ
な
い
点
な
ど
に
特
徴
が
あ

る
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
召
集
公
卿
の
選
定
、
摂
関
の
列
席
、
前
官

の
出
席
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
と
め
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
以
上
の
類
型
分
析
を
も
と
に
、
公
卿
議
定
制
全
体
の
変
遷
を
当

該
期
の
政
治
史
と
の
関
連
に
留
意
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
ま
ず
摂

関
政
治
全
盛
期
に
は
、
本
来
内
裏
殿
上
定
な
ど
で
行
わ
れ
る
重
要
な
問
題
に

つ
い
て
も
陣
定
で
審
議
さ
れ
る
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
陣
定
が
公
卿
議

定
制
の
中
核
に
位
置
し
た
と
論
じ
た
。
ま
た
当
該
期
に
摂
関
の
陣
定
へ
の
支

配
権
も
強
ま
り
、
事
実
上
裁
定
権
を
掌
握
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
三
条
親
政

以
降
、
王
権
の
拡
大
・
強
化
の
な
か
で
、
内
裏
御
前
定
・
殿
上
定
の
比
重
が

高
ま
り
、
当
該
期
の
国
家
の
支
配
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
寺
社
騒
乱
・

傲
訴
と
い
う
問
題
に
際
し
て
は
、
陣
定
よ
り
も
そ
の
よ
う
な
議
定
に
お
い
て

対
策
が
審
議
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
院
御
所
議
定

で
は
い
ま
だ
家
政
的
問
題
が
審
議
事
項
の
中
心
で
あ
る
。
嘉
承
二
（
一
一
〇

七
）
年
に
堀
河
天
皇
が
亡
く
な
り
鳥
羽
天
皇
が
顯
位
す
る
と
、
白
河
院
主
宰
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の
院
御
所
議
定
に
お
い
て
寺
社
騒
乱
・
三
盛
な
ど
の
重
要
問
題
が
審
議
さ
れ

る
に
い
た
り
、
院
御
領
議
定
は
朝
廷
の
最
高
審
理
機
関
と
な
る
。
こ
れ
を
も

っ
て
白
河
院
政
の
確
立
と
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
摂
関
期
と
院
政
期
（
す
く
な
く

と
も
鳥
羽
院
政
期
ま
で
）
の
制
度
面
で
の
相
違
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
よ

り
明
快
な
理
解
に
い
た
っ
た
と
確
信
す
る
。
し
か
る
に
最
近
、
安
原
功
・
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

本
賞
三
氏
が
相
次
い
で
拙
稿
に
対
す
る
き
び
し
い
批
判
を
展
開
さ
れ
た
。
そ

れ
自
体
は
公
卿
議
定
制
研
究
が
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
り
歓
迎
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
安
原
氏
の
批
判
に
は
基
本
的
な
史
料
の
鰹

釈
な
ど
に
つ
い
て
の
誤
認
が
あ
り
、
坂
本
氏
の
批
判
に
は
史
料
操
作
上
の
問

題
点
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
制
度
史
的
側
面
に
お
い
て
拙
稿
と
の
間
に
あ
ま

り
に
か
け
離
れ
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
公
卿
議
定
制
研
究
は
、
単
な
る

制
度
史
研
究
に
終
わ
ら
せ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
手
段
と
し

て
当
該
期
の
敢
治
史
研
究
・
領
家
史
研
究
に
生
か
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と

い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
が
、
制
度
面
で
の
一
定
の
共
通
の
理
解
が
な
さ

れ
る
こ
と
は
必
須
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
制
度
史
的
な
側
面
に
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

回
し
て
両
氏
の
研
究
へ
の
反
論
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
①
　
『
史
林
』
六
九
1
四
、
一
九
八
六
年
。

　
②
　
藤
木
邦
彦
「
陣
定
に
つ
い
て
」
（
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
科
学
科
紀
要
『
歴
史

　
　
と
文
化
』
V
、
～
九
六
一
年
、
最
近
『
平
安
王
朝
の
政
治
と
綱
度
』
吉
川
弘
文
館
、

　
　
一
九
九
～
年
に
所
収
さ
れ
た
）
。
橋
本
義
彦
「
院
評
定
髄
に
つ
い
て
」
（
『
平
安
貴

　
族
社
会
の
研
究
隔
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
所
収
）
。

③
安
原
功
「
昼
御
座
定
と
御
前
定
i
堀
河
親
政
期
の
政
治
構
造
の
一
断
面
一
」

　
（
『
年
報
中
世
史
研
究
』
一
四
、
一
九
八
力
年
）
。
坂
本
賞
三
「
『
御
前
定
』
の
出
現

　
と
そ
の
背
景
一
院
政
へ
の
道
程
一
」
（
『
史
学
研
究
』
一
八
穴
、
「
九
九
〇

　
年
）
。
安
原
馬
は
拙
稿
に
対
し
て
「
後
三
条
天
皇
の
御
前
定
の
全
体
像
、
更
に
核

　
こ
の
時
期
の
公
卿
議
定
構
造
全
体
の
中
で
の
御
前
定
の
位
澱
が
不
明
確
で
あ
る
。

　
ま
た
、
付
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、
御
前
定
・
陣
定
の
本
質
に
対
す
る
認
識
が
不
足

　
し
て
い
る
の
で
、
前
述
の
よ
う
な
単
純
な
対
比
に
陥
っ
て
い
る
」
と
手
厳
し
い
。

　
ま
た
坂
本
氏
竜
「
安
原
論
文
は
、
美
川
論
文
で
は
平
板
な
理
解
に
と
ど
ま
っ
て
い

　
た
公
卿
議
定
の
諸
形
態
の
各
性
格
を
把
握
し
た
上
で
構
造
的
に
理
解
し
よ
う
と
し

　
て
お
り
、
（
政
治
史
的
解
釈
は
別
と
し
て
）
構
造
的
な
理
解
に
つ
い
て
は
基
本
的
に

　
私
も
賛
成
で
あ
る
」
と
し
て
安
原
氏
を
支
持
し
て
い
る
。
以
下
の
両
氏
の
説
の
引

　
用
に
お
い
て
は
、
と
く
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
こ
れ
ら
の
論
文
を
対
象
老
す
る
。
「

④
　
以
下
の
考
察
は
、
厳
密
に
は
、
大
内
並
並
清
涼
殿
と
里
内
裏
と
を
区
別
し
、
そ

　
の
時
々
の
里
内
裏
の
構
造
を
検
証
し
つ
つ
進
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
繁

　
雑
に
な
る
ば
か
り
で
、
本
稿
の
行
論
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
の
結
論
に
変
化
を
も

　
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
里
内
裏
の
構
造
が
、
大
内
内
裏
清
涼
殿
に

　
準
拠
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
（
太
田
静
六
『
寝
殿
造
の
研
究
瞼
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
八
七
年
）
、
大
内
内
襲
清
涼
殿
を
基
本
に
考
察
を
進
め
た
い
。

二
　
安
原
氏
の
ふ
た
つ
の
「
御
前
定
」
説
を
め
ぐ
っ
て

　
平
安
時
代
の
公
卿
議
定
に
つ
い
て
、
は
や
く
御
前
定
・
殿
上
定
・
三
三
に

分
類
し
た
の
は
藤
木
邦
彦
氏
で
あ
る
。
そ
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
御
前
定
と
は

天
皇
日
常
の
居
殿
（
は
じ
め
は
仁
寿
殿
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
十
世
紀
後
半
の

村
上
天
皇
の
天
徳
ご
ろ
か
ら
清
涼
殿
に
移
り
、
ま
た
と
き
に
弘
細
殿
、
飛
香
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公獅議定罰の類型とその性格（美川）

舎
な
ど
に
移
動
し
た
こ
と
も
あ
る
）
に
お
け
る
天
皇
の
御
前
で
、
公
卿
が
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
、
緊
急
な
大
事
を
定
め
る
も
の
と
さ
れ
る
。
従
来
、
こ
の
指
摘
に
た
い
し

て
異
論
が
と
な
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
通
説
と
な
っ
て
お
り
、
私
も
藤
木
説

を
基
本
に
先
の
論
文
で
論
旨
を
展
開
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
ふ

た
つ
の
御
前
定
を
主
張
す
る
安
原
氏
の
論
文
が
、
拙
稿
に
対
す
る
批
判
の
形

で
発
蓑
さ
れ
た
。

　
第
一
の
御
前
定
は
、
清
涼
殿
の
孫
庇
（
広
庇
）
も
し
く
は
こ
れ
に
準
じ
た

場
で
、
公
卿
が
広
く
参
加
し
た
も
の
で
、
律
令
二
幅
・
官
僚
制
の
観
念
的
体

現
者
と
し
て
の
天
皇
の
御
前
の
場
で
の
議
定
と
す
る
。
第
二
の
御
前
定
は
、

一
部
の
公
卿
の
み
が
天
皇
の
昼
御
座
間
に
召
さ
れ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
康

和
三
（
一
一
〇
一
）
年
を
初
見
と
す
る
堀
河
天
皇
の
も
と
で
の
議
定
で
あ
る

と
い
う
。
安
原
氏
は
、
そ
れ
を
「
院
駈
天
皇
権
力
」
と
い
う
中
世
王
権
の
成

立
期
ゆ
え
に
生
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
親
政
と
院
政
の
交
差
と
い
う
天
皇
家

の
内
部
矛
盾
を
反
映
し
た
込
の
と
し
、
堀
河
天
皇
と
い
う
天
皇
家
の
一
個
人

が
行
っ
た
少
数
秘
密
会
議
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
両
者
を
混

同
し
て
い
る
こ
と
に
も
わ
か
る
よ
う
に
、
御
前
定
・
野
曝
の
本
質
に
対
す
る

認
識
が
不
足
し
て
い
る
と
し
て
拙
稿
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
ま
ず
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
が
、
安
原
琉
が
「
昼

御
座
定
」
と
命
名
し
た
第
二
の
御
前
定
を
、
第
一
の
御
前
定
と
ま
っ
た
く
別

な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
の
鍵
は
、
第
一
の
御
前
定
で

は
公
卿
が
清
涼
殿
の
孫
庇
（
広
庇
）
に
留
ま
る
の
に
対
し
、
第
二
の
「
昼
御

座
定
」
で
は
公
卿
が
昼
御
座
間
に
参
入
す
る
と
断
じ
た
史
料
の
解
釈
に
あ
る

と
思
う
。
次
に
安
原
氏
が
「
昼
御
座
定
」
で
あ
る
と
判
断
し
た
史
料
を
す
べ

て
掲
げ
て
み
よ
う
。

　
　
A
　
戌
剋
許
参
内
、
内
府
井
民
部
居
候
二
昼
御
座
方
「
頃
之
御
前
出
御
、

　
　
　
被
レ
仰
云
、
対
馬
守
義
親
至
一
濫
行
ハ
於
二
九
国
一
不
レ
随
二
宰
素
語
命
ハ

　
件
事
何
様
二
可
レ
行
哉
、
内
府
井
民
部
卿
・
記
法
云
、
申
二
可
レ
有
レ
定

　
之
由
一
（
『
殿
麿
』
康
和
三
年
七
月
三
国
条
）

B
　
未
時
許
可
二
殿
上
一
有
二
議
定
ハ
左
大
臣
、
右
大
半
、
内
大
臣
、
巳
上

　
直
衣
．
不
・
及
・
広
也
、
治
部
卿
俊
、
下
官
、
左
大
弁
俊
基
、
束
帯
、
頭
弁
重

資
朝
臣
（
中
略
）
以
二
頭
分
景
趣
被
・
奏
、
頃
而
三
丞
相
有
・
召
、
被
レ

　
参
二
昼
御
座
営
門
皆
被
レ
候
二
広
庇
噛
於
一
一
御
前
一
各
有
二
重
魚
心
敷
、
人

　
無
二
得
蒲
知
ハ
又
以
二
頭
弁
一
被
レ
申
レ
忙
裏
（
中
略
）
今
日
愈
議
不
レ
及
レ

　
広
、
人
々
有
二
勅
喚
一
義
也
、
但
民
部
卿
、
江
中
納
言
錐
レ
有
二
其
召
「
依
二

　
触
帥
轍
一
不
レ
被
二
出
仕
一
也
（
『
・
甲
右
記
』
長
治
元
年
六
月
二
十
四
浸
条
）

C
　
今
夕
依
二
理
事
一
切
二
陣
定
ハ
（
中
略
）
右
兵
衛
督
書
二
三
文
「
則
被
二

　
奏
聞
画
嚢
蔵
人
大
進
為
隆
来
云
、
左
大
艶
、
内
大
臣
、
民
部
認
可
レ

　
参
二
御
前
「
上
御
下
昼
御
座
噛
人
々
候
二
広
庇
噛
於
二
御
前
一
重
議
定
、

　
及
二
張
扇
一
事
了
（
『
中
右
記
』
長
治
元
年
十
月
二
十
六
日
条
）

D
右
内
両
府
・
艮
部
卿
不
レ
能
昌
退
出
h
帰
訓
説
於
昼
御
座
一
忽
以
A
累
議
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（
『
永
昌
記
』
長
治
二
年
一
月
一
日
条
）

　
　
E
　
蓬
頭
左
大
臣
、
内
大
臣
、
治
部
卿
俊
、
於
二
昼
御
座
方
一
被
レ
定
コ
申
神

　
　
　
人
馬
ハ
各
影
野
証
人
一
可
レ
被
レ
決
二
真
偽
｝
之
由
被
一
一
定
打
“
鰍
、
不
□
余

　
　
　
議
不
レ
問
二
子
細
ハ
入
レ
夜
退
出
（
『
中
右
記
』
畏
治
二
年
六
月
十
五
日
条
）

　
　
F
　
申
越
許
参
内
、
左
府
・
内
府
等
参
会
、
於
二
御
前
一
有
二
沙
汰
甲
州

　
　
　
心
労
退
出
、
其
後
人
々
退
出
云
々
、
大
略
範
政
被
レ
召
下
郎
等
ハ
於
二

　
　
　
使
庁
一
可
レ
有
二
沙
汰
一
匹
（
『
殿
暦
』
長
治
一
一
年
六
月
十
五
R
門
条
）

　
　
G
　
左
大
臣
、
内
大
臣
、
民
部
志
下
二
御
前
心
入
幡
神
人
追
認
有
レ
定
云

　
　
　
々
（
『
中
右
記
』
長
治
二
年
十
一
月
二
日
条
）

　
安
原
氏
は
、
B
の
鯉
…
釈
に
つ
い
て
、
殿
上
定
の
あ
と
「
大
臣
三
入
に
召
し

が
あ
り
、
御
前
（
昼
御
座
）
定
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
公
卿
は
広
庇
（
孫
庇
）

に
待
機
し
て
お
り
、
御
前
（
昼
御
座
）
定
に
関
し
て
は
全
く
無
関
係
な
立
場

に
置
か
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
を
素
直
に
解
釈

す
る
か
ぎ
り
、
殿
上
間
で
の
議
定
の
あ
と
大
臣
三
人
の
み
が
天
皇
の
御
前

（
昼
御
座
方
）
に
召
さ
れ
、
そ
の
三
人
は
皆
広
庇
（
孫
庇
）
に
お
い
て
天
皇

の
諮
問
に
こ
た
え
た
と
し
か
読
め
な
い
。
召
し
の
な
い
大
臣
以
外
ま
で
殿
上

間
か
ら
御
前
の
広
庇
に
移
動
し
、
大
臣
の
み
が
天
皇
に
近
い
東
男
に
参
入
し

た
と
す
る
氏
の
解
釈
に
は
い
か
に
も
無
理
が
あ
る
。

　
C
の
解
釈
も
、
氏
に
よ
る
と
陣
定
の
あ
と
「
六
月
二
四
日
と
立
様
に
召
し

が
あ
り
、
左
大
臣
俊
房
・
内
大
臣
雅
実
・
大
納
言
俊
明
等
が
昼
御
座
で
重
ね

て
御
前
（
昼
御
前
〉
定
を
お
こ
な
っ
た
。
他
の
公
卿
は
孫
庇
に
移
動
し
て
待

機
し
て
い
た
が
、
夜
が
明
け
る
こ
ろ
に
な
っ
て
よ
う
や
く
議
定
が
終
わ
っ
て

い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
あ
ま
り
に
不
自
然
な
解
釈
で
あ
る
。
こ

の
史
料
も
、
陣
座
で
の
議
定
の
あ
と
俊
房
・
雅
実
・
俊
明
の
三
人
の
み
が
昼

御
座
に
座
す
天
皇
の
御
前
に
召
さ
れ
、
B
と
同
様
に
広
庇
に
控
え
て
天
皇
の

勅
問
に
こ
た
え
た
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
B
の
「
皆
」
と
C
の
「
人
々
」

を
と
も
に
召
し
の
あ
っ
た
以
外
の
公
卿
と
し
た
安
原
氏
の
解
釈
は
到
底
成
立

せ
ず
、
双
方
と
も
召
し
の
あ
っ
た
三
人
を
指
す
と
読
む
べ
き
な
の
で
あ
る
。

B
、
C
以
外
の
A
、
D
、
E
、
F
、
G
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
自
体
の
解
釈
に

お
い
て
は
召
集
さ
れ
た
公
卿
の
天
皇
御
前
で
の
位
置
を
正
確
に
は
明
示
し
え

な
い
史
料
で
あ
る
か
ら
、
従
来
か
ら
の
御
前
定
か
ら
「
昼
御
座
定
」
を
区
別

す
る
と
い
う
安
原
説
は
、
B
、
C
の
解
釈
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
御
前
定
で
は
広
庇
（
孫
庇
）
も
し
く
は
そ
れ
に

準
じ
た
場
に
公
卿
が
召
さ
れ
る
の
に
対
し
、
「
昼
御
座
定
」
で
は
召
さ
れ
た

公
卿
が
広
庇
よ
り
一
段
と
天
皇
に
近
い
「
昼
御
座
間
」
「
東
庇
」
に
座
し
て
議

定
を
行
う
と
い
う
の
が
安
原
説
の
基
本
と
考
え
ら
れ
る
が
、
B
、
C
に
お
い

て
も
召
さ
れ
た
公
卿
が
広
庇
（
孫
庇
）
に
控
え
る
と
い
う
解
釈
が
正
し
い
以

上
、
安
原
氏
の
御
前
定
二
類
型
説
は
根
本
的
に
再
検
討
を
せ
ま
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
公
卿
が
広
く
参
加
し
た
か
否
か
と
い
う
も
う
一
つ
の
区
分
に
つ
い

て
も
、
後
三
条
期
の
御
前
定
で
は
つ
ね
に
公
卿
が
広
く
参
加
し
凌
こ
と
が
証
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明
さ
れ
な
け
れ
ば
成
り
立
ち
え
な
い
か
ら
、
安
原
氏
が
示
し
た
後
三
条
親
政

期
の
御
前
定
の
史
料
を
引
用
し
な
が
ら
再
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
H
　
左
右
大
臣
、
内
大
臣
以
下
測
桿
参
二
侯
座
二
次
参
コ
上
御
前
心
密
レ
定
譜

　
　
　
申
造
大
極
殿
井
御
捻
前
事
ス
『
本
朝
世
紀
』
治
暦
四
年
五
月
十
一
日
条
）

　
　
工
　
関
白
及
左
大
臣
、
内
大
臣
以
下
諸
卿
参
コ
上
御
前
ハ
有
二
被
レ
定
事
一

　
　
　
（
『
本
朝
世
紀
』
治
暦
四
年
五
月
十
九
日
条
）

　
　
J
　
除
目
、
此
日
於
二
御
前
一
有
二
当
梁
之
定
一
（
『
水
左
記
』
延
久
元
年
一

　
　
　
日
月
二
十
六
旨
［
条
）

　
　
K
　
召
使
島
西
二
身
レ
定
之
由
「
翻
刻
参
闘
一
右
府
ハ
宮
内
卿
被
二
参
会
ハ
右

　
　
　
府
同
被
二
参
内
購
入
々
被
レ
候
二
殿
上
一
之
間
、
内
府
以
下
被
レ
参
、
頃

　
　
　
之
上
線
レ
召
書
レ
参
候
液
態
前
田
次
使
頭
中
将
被
レ
筆
下
行
幸
日
時
声
明

　
　
　
年
可
レ
有
二
造
営
事
ハ
而
当
二
梁
年
令
附
録
ご
其
事
一
脱
窒
於
道
平
朝
臣
b

　
　
　
其
後
右
府
内
府
被
レ
平
出
二
殿
上
一
瞥
、
廿
一
一
月
庚
申
可
レ
行
コ
幸
朝
所
ハ

　
　
　
廿
八
日
可
レ
幸
二
東
三
条
一
者
、
巴
里
卿
退
出
、
今
日
能
事
奇
権
興
野
、

　
　
　
其
故
者
、
以
レ
可
レ
有
二
陣
定
一
上
達
部
多
以
参
会
、
葡
大
臣
三
人
被
レ

　
　
　
候
二
御
前
ハ
他
人
不
レ
預
二
子
議
ハ
縦
錐
レ
無
一
一
可
レ
申
事
ハ
若
参
会
者
可
レ

　
　
　
被
レ
九
二
大
略
一
蹴
、
歳
末
警
士
行
幸
錐
レ
有
二
其
例
噛
不
快
事
鰍
（
『
帥

　
　
　
記
』
治
暦
四
年
十
二
月
二
十
日
条
）

　
」
　
大
略
□
非
レ
広
、
只
大
臣
許
候
二
御
前
ハ
可
レ
有
工
議
定
一
堂
□
（
『
土

　
　
　
右
記
』
延
久
元
年
四
月
十
七
日
条
）

　
ま
ず
H
か
ら
は
、
大
極
殿
造
営
と
即
位
に
関
す
る
公
卿
議
定
が
天
皇
御
前

で
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ
の
議
定
は
隙
定
の
あ
と
で
さ
ら
に
一
部
も
し
く
は
す

べ
て
の
公
卿
が
御
前
に
進
ん
で
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
1
か
ら
は
、
天
皇
御
前
で
公
卿
議
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
け

で
、
そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
J
は
、
梁
年
に
あ
た
る
の
で
造
営
事
業
に

障
り
が
な
い
か
ど
う
か
が
御
前
で
審
議
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の

議
定
は
御
前
で
の
除
目
の
際
に
行
わ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
て
、

K
は
一
連
の
史
料
で
も
っ
と
も
多
く
の
情
報
を
あ
た
え
て
く
れ
る
。
前
も
っ

て
陣
定
開
催
を
知
ら
さ
れ
た
諸
卿
が
参
内
す
る
と
、
い
か
な
る
理
由
で
か
殿

上
間
に
と
ど
め
ら
れ
て
、
左
大
臣
・
右
大
臣
・
内
大
臣
の
三
人
の
み
が
御
前

に
召
さ
れ
て
議
定
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
議
題
は
、
行
幸
日
時
と
こ
の
直
前
に

焼
亡
し
た
二
条
内
裏
再
建
に
関
す
る
も
の
で
、
や
は
り
梁
年
に
つ
い
て
の
問

題
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
L
は
、
お
そ
ら
く
大
内
裏
造
営

に
関
す
る
議
定
が
、
御
前
に
大
臣
の
み
を
召
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
。

　
以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
H
～
J
の
御
前
定
の
参
加
者
は
正
確
に
は

つ
か
め
な
い
が
、
K
・
L
は
明
ら
か
に
大
臣
の
み
を
召
し
た
少
数
の
御
前
定

で
あ
り
、
制
度
的
に
み
て
A
～
G
と
の
差
異
を
主
張
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
。
御
前
定
に
お
い
て
召
集
公
卿
の
選
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
そ

れ
は
当
然
で
あ
り
、
公
卿
の
多
少
に
よ
っ
て
御
前
定
を
無
理
に
二
類
型
に
分

け
る
こ
と
は
制
度
史
的
に
み
て
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
断
じ
え
る
。
そ
の
よ
う
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な
基
本
的
事
実
を
確
認
す
れ
ば
、
拙
稿
の
問
題
点
と
し
て
民
が
主
張
し
た
点

に
は
次
の
よ
う
な
反
論
が
可
能
と
な
る
。

　
ま
ず
第
一
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
後
三
条
天
皇
の
も
と
で

の
御
前
定
と
同
じ
堀
河
天
皇
御
前
で
の
公
卿
議
定
は
、
朝
政
に
於
け
る
天
皇

の
主
導
権
を
飛
躍
的
に
高
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
白
河
院
と
堀
河
天
皇
の
間

に
も
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
る
拙
稿
の
立
場
で
あ
る
。
氏

は
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
美
川
氏
の
挙
げ
ら
れ
る
史
料
に
関
す
る
限
り
、
御
前

定
の
存
在
は
、
院
と
天
皇
の
亀
裂
と
し
て
提
出
さ
れ
た
事
件
よ
り
も
時
聞
的

に
後
の
時
点
で
あ
る
。
後
三
条
天
皇
の
御
前
定
が
天
皇
の
手
銭
権
を
高
め
た

故
に
、
白
河
院
と
の
対
立
が
生
じ
た
と
い
う
根
拠
に
は
な
ら
な
い
」
と
し
、

現
実
の
政
治
史
の
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
と
し
て
批
判
す
る
。
し
か
し
、
拙

稿
の
立
場
は
後
三
条
期
と
堀
河
期
の
御
前
定
が
質
的
に
異
な
る
と
い
う
氏
の

説
と
は
相
い
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
到
底
そ
の
批
判
は
あ
た
ら
な
い
。
し
か
も

拙
稿
が
掲
げ
た
院
と
天
皇
の
亀
裂
の
事
例
の
う
ち
、
康
和
四
（
＝
〇
二
）

年
七
月
の
伊
勢
神
宮
放
火
に
よ
り
絹
撲
御
覧
の
儀
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問

題
は
、
明
ら
か
に
A
の
堀
河
天
皇
御
前
で
の
議
定
（
康
和
三
年
七
月
三
日
）

の
後
で
あ
り
、
私
に
は
氏
の
鋤
判
の
根
拠
が
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
。

　
次
の
、
後
三
条
期
と
堀
河
期
の
御
前
定
を
同
じ
と
す
る
立
場
へ
の
疑
問
は
、

す
で
に
こ
れ
ま
で
の
論
証
で
氷
解
し
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
拙
稿
で
参

照
し
た
『
愚
管
抄
』
『
続
古
事
談
』
の
国
司
と
興
福
寺
の
相
論
、
興
福
寺
南

円
堂
修
造
を
め
ぐ
る
国
司
重
任
問
題
が
「
御
前
定
」
で
審
議
さ
れ
て
い
る
記

事
を
、
説
話
史
料
で
あ
る
と
し
て
し
り
ぞ
け
、
拙
稿
が
こ
の
史
料
を
史
料
的

検
討
抜
き
に
利
用
し
た
た
め
、
後
三
条
天
皇
の
御
前
定
の
全
体
像
、
さ
ら
に

は
こ
の
時
期
の
公
卿
議
定
構
造
全
体
の
中
で
の
御
前
定
の
位
置
が
不
明
確
と

な
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
事
が
同
じ
事
件
に
つ
い
て
の
よ
り

確
実
な
史
料
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
る
の
な
ら
と
も
か
く
、
氏
の
よ
う
に
他
の

事
件
に
つ
い
て
の
説
話
・
軍
記
物
・
歴
史
書
が
記
録
（
日
記
）
に
よ
っ
て
訂

正
さ
れ
る
事
例
を
援
用
し
、
そ
れ
ら
の
「
一
般
的
な
」
史
料
的
価
値
に
疑
問

を
呈
し
て
み
て
も
、
こ
の
記
事
が
否
定
さ
れ
る
根
拠
に
は
け
っ
し
て
な
り
え

な
い
。
逆
に
説
話
・
物
語
・
歴
史
書
の
記
述
が
記
録
（
日
記
）
に
よ
っ
て
裏

付
け
ら
れ
る
場
合
は
い
く
ら
も
存
在
す
る
し
、
状
況
に
よ
っ
て
は
記
録
の
記

事
に
誤
り
が
あ
る
場
合
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
時
に
よ
っ
て
、
記
録

な
ど
に
は
表
れ
な
い
本
当
の
歴
史
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
、

『
愚
管
抄
』
な
ど
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
容
易
に
わ
か
る
こ
と
で

あ
る
。
史
料
の
信
頼
性
の
検
討
は
個
別
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
氏
の
検

証
に
よ
っ
て
も
『
愚
管
抄
』
『
続
古
事
談
』
の
御
前
定
記
事
を
直
接
訂
正
す
る

根
拠
に
到
達
で
き
な
か
っ
た
以
上
、
こ
れ
ら
を
史
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と

は
正
当
な
学
問
的
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
説
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
て

切
り
捨
て
る
方
法
に
は
賛
同
で
き
な
い
。

　
以
上
、
安
原
氏
の
拙
稿
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
有
効
な
反
論
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を
行
い
得
た
と
確
信
す
る
。

　
①
　
藤
木
前
掲
論
文
。
な
お
安
原
・
坂
本
両
氏
が
、
も
っ
ぱ
ら
拙
稿
ば
か
り
を
批
判

　
し
、
拙
稿
の
前
提
と
な
る
藤
木
説
を
批
判
し
て
い
な
い
の
に
は
首
を
傾
げ
ざ
る
を

　
え
な
い
。

　
②
　
前
掲
拙
稿
。

三
　
坂
本
氏
の
ふ
た
つ
の
「
御
前
定
」
説
を
め
ぐ
っ
て

　
安
原
氏
の
議
定
論
が
、
律
令
制
か
ら
中
世
へ
の
変
化
を
御
前
定
か
ら
「
昼

御
座
定
」
へ
の
転
換
に
む
す
び
つ
け
る
と
い
う
以
上
の
全
体
像
を
提
示
し
て

い
な
い
の
に
対
し
、
坂
本
遅
場
氏
の
議
定
論
は
道
長
・
頼
農
期
か
ら
後
三
条

期
、
そ
し
て
堀
河
死
後
の
白
河
院
政
期
と
い
う
政
治
史
的
転
換
と
の
関
係
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
摂
関
最
盛
期
と
い
え
る
道
長
・
頼
学
期
に
は
、
公
的
場
に
お
け
る
議
定
と

し
て
内
裏
焼
亡
な
ど
の
国
家
大
事
の
際
に
開
か
れ
る
殿
上
定
と
一
般
事
に
つ

い
て
の
陣
定
が
存
在
し
た
。
い
ず
れ
も
全
公
卿
が
召
集
さ
れ
て
選
定
は
な
く
、

と
く
に
前
者
の
殿
上
定
に
は
天
皇
が
臨
席
し
た
の
で
そ
の
側
面
か
ら
み
れ
ば

「
御
前
定
」
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
天
皇
は
道
長
や
頼
通
な
ど
一
人
に
し
か

諮
問
で
き
ぬ
「
一
人
諮
問
」
と
よ
べ
る
原
則
が
あ
り
、
さ
ら
に
摂
関
の
プ
レ

ー
ン
会
議
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
殿
下
墨
池
定
、
殿
下
定
が
あ
っ
た
。

　
後
三
条
以
降
で
は
、
寺
社
轍
訴
問
題
が
「
国
家
大
事
」
と
さ
れ
殿
上
定
で

議
題
と
さ
れ
た
以
外
は
、
公
的
場
に
お
け
る
議
定
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。

一
方
で
、
安
原
氏
が
述
べ
た
「
昼
御
座
定
」
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
御
前

定
が
、
天
皇
の
ブ
レ
ー
ン
会
議
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
堀
河
死
後
の
白
河
院
政
期
に
は
、
寺
社
傲
訴
な
ど
の
難
問
題
に
天
皇
・
摂

関
が
苦
し
ん
だ
末
、
そ
れ
ら
の
「
国
家
大
事
」
が
白
河
院
の
担
当
と
な
っ
た

た
め
、
そ
れ
ら
の
議
題
は
か
な
ら
ず
院
の
臨
席
の
も
と
で
行
わ
れ
る
院
殿
上

定
で
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
陣
定
で
常
祀
・
小
事
な
ど
の
一
般
事
が
審
議

さ
れ
る
点
は
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
も
、
公
的
な
場
で
あ
る
殿
上
間
に
お
け
る
御
前
定
と
、
ブ
レ
ー
ン

会
議
の
性
格
を
も
つ
「
昼
御
座
定
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
「
御
前
定
」
説
の
成

否
が
、
坂
本
氏
の
議
定
論
全
体
の
重
要
な
鍵
を
に
ぎ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
ず
、
殿
上
定
に
は
本
当
に
天
皇
が
臨
席
す
る
「
御
前
定
」
と
し
て
の

性
格
も
有
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
こ
う
。

　
坂
本
氏
が
、
第
一
に
殿
上
定
へ
の
天
皇
の
臨
席
の
事
例
と
し
て
い
る
の
は
、

伊
勢
神
宮
の
遷
宮
を
行
っ
て
い
る
と
き
、
内
裏
の
造
営
を
も
行
う
余
裕
が
あ

る
か
否
か
を
審
議
し
た
寛
治
八
（
一
〇
九
四
）
年
十
月
三
十
日
の
公
卿
議
定

に
つ
い
て
『
中
右
記
』
に
「
於
二
殿
上
一
有
二
公
卿
定
一
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
、
『
百
錬
抄
』
に
は
同
じ
議
定
に
つ
い
て
「
零
丁
二
二
御
前
一
定
申
」
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
氏
は
双
方
の
史
料
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め

に
「
殿
上
定
」
趾
「
御
前
定
」
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
『
百

錬
抄
』
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
詳
細
な
『
中
右
記
』
の
記
事
中
に
天
皇
臨
席
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の
証
拠
が
ま
っ
た
く
な
い
事
実
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
史

料
解
釈
の
原
則
か
ら
し
て
、
鎌
倉
後
期
に
諸
記
録
の
記
事
を
も
と
に
編
纂
さ

れ
た
『
百
錬
抄
』
よ
り
も
、
同
時
代
史
料
で
あ
る
『
中
右
記
』
を
優
先
す
べ

き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
第
二
は
、
や
は
り
内
裏
造
営
に
関
し
て
前
の
事
例
の
直
前
、
十
月
二
十
六

日
に
開
か
れ
た
議
定
に
つ
い
て
の
『
中
右
記
』
の
記
事
を
堀
河
天
皇
臨
席
の

事
例
と
す
る
が
、
そ
こ
に
は
「
於
二
殿
上
一
有
二
評
定
ハ
関
白
殿
蔽
衣
、
御
コ
坐
御

僑
子
前
ハ
大
殿
御
座
御
殿
南
庇
」
と
あ
り
、
関
白
師
通
が
「
殿
上
僑
子
」
の

前
に
座
し
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、
そ
の
偏
子
に
天
皇
が
座
し
て
い
た
と

は
雷
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
議
定
に
つ
い
て
の
『
申
右
記
』

の
記
事
を
す
べ
て
読
ん
で
も
、
殿
上
間
に
天
皇
が
出
御
し
て
い
た
形
跡
は
ま

っ
た
く
窺
え
な
い
。
こ
の
記
事
か
ら
殿
上
定
へ
の
天
皇
臨
席
を
読
み
と
る
坂

本
民
は
、
「
御
蓋
子
」
に
は
当
然
堀
河
天
皇
が
座
っ
て
い
る
と
考
え
て
お
ら
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
三
は
、
『
禁
秘
抄
』
の
「
内
裏
焼
亡
之
後
面
有
囲
一
殿
上
定
噛
凡
殿
上
定
主

上
着
コ
御
殿
上
筒
子
ハ
御
直
衣
也
、
寛
治
評
定
如
レ
此
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

坂
本
氏
は
、
こ
の
『
禁
秘
抄
』
の
記
述
を
原
則
と
考
え
、
こ
の
よ
う
な
殿
上

定
に
天
皇
が
繊
御
す
る
慣
行
に
基
づ
き
、
寛
治
の
評
定
も
行
わ
れ
た
と
す
る
。

し
か
し
過
去
の
記
録
類
に
基
づ
い
て
儀
式
書
が
編
纂
さ
れ
る
原
則
か
ら
考
え

れ
ば
、
『
中
右
記
』
の
記
述
と
の
関
係
が
も
う
少
し
考
慮
さ
れ
て
も
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
堀
河
死
後
の
白
河
院
政
確
立
以
降
は
、
殿
上
定
は
ほ
と
ん

ど
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
鎌
倉
前
期
の
『
禁
秘
抄
』
編
纂
時
に

参
考
に
す
べ
き
慣
行
が
十
分
伝
わ
っ
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『
禁
秘
抄
』
に
「
寛
治
評
定
如
レ
此
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

そ
の
著
者
で
あ
る
順
徳
天
皇
が
寛
治
年
間
の
内
裏
も
し
く
は
里
内
裏
の
焼
亡

の
と
き
の
公
卿
議
定
に
関
す
る
記
録
を
参
照
し
て
、
記
事
を
作
成
し
た
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
記
録
に
残
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
寛
治
年
間
の

内
裏
・
里
内
裏
の
焼
亡
は
寛
治
八
年
十
月
二
十
四
日
の
堀
河
殿
の
み
で
あ
る

　
①

か
ら
、
『
禁
秘
抄
』
編
纂
の
際
に
『
中
右
記
』
十
月
二
十
六
臼
、
三
十
日
条

を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
は
か
な
り
高
い
。
も
ち
ろ
ん
逆
に
、
そ
の
記
事
の

み
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
と
す
る
証
拠
は
な
い
わ
け
だ
が
、
『
中
右
記
』
の

「
関
白
痕
衣
、
御
坐
御
立
面
前
」
の
部
分
を
「
御
面
子
」
に
「
直
衣
」
を
着

た
天
皇
が
「
御
坐
」
し
て
い
る
と
誤
読
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
思
う
。
少
な

く
と
も
こ
こ
ま
で
で
い
え
る
こ
と
は
、
後
世
の
編
纂
史
料
で
あ
る
『
百
錬
抄
』

と
『
禁
秘
抄
』
の
記
事
と
同
時
代
史
料
の
『
中
右
記
』
の
記
事
が
矛
盾
し
て

い
る
以
上
、
前
者
の
史
料
を
原
則
と
し
て
殿
上
定
へ
の
天
皇
臨
席
を
主
張
す

る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
天
皇
臨
席
の
も
と
殿
上
間
で
議
定
が
行
わ
れ
た
確
実
な
例
が
見
い
だ
せ
な

い
の
に
対
し
、
先
に
引
用
し
た
B
の
『
中
右
記
』
長
治
元
年
六
月
二
十
四
日

条
は
殿
上
間
に
出
御
な
く
議
定
が
行
わ
れ
て
い
る
確
実
な
例
で
あ
る
。
す
な
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公卿議定制の類型とその性格（美川）

わ
ち
殿
上
定
の
後
、
大
臣
の
み
が
「
昼
御
座
方
」
に
召
さ
れ
天
皇
御
前
の
広

庇
に
熟
し
て
議
定
を
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
殿
上
定
に
天
皇
が
出
御
し
て

い
た
可
能
性
は
な
い
。
坂
本
氏
も
こ
の
事
例
を
殿
上
定
へ
の
天
皇
不
出
御
例

と
し
て
い
る
が
、
氏
が
そ
れ
を
単
な
る
例
外
と
し
て
か
た
づ
け
て
い
る
点
に

は
納
得
で
き
な
い
。
こ
の
事
例
を
例
外
と
す
る
た
め
に
は
、
殿
上
定
へ
の
天

皇
臨
席
の
確
実
な
事
例
が
相
当
程
度
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
べ

き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
殿
上
定
に
天
皇
が
臨
席
し
て
い
な
い
確
実
な
例
は
、
坂
本
氏

が
認
め
て
い
る
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
延
暦
寿
大
衆
に
よ
る
園
城
寺
攻
撃

事
件
に
際
し
て
ひ
ら
か
れ
た
永
保
元
（
一
〇
八
一
）
年
六
月
十
七
日
の
殿
上

定
に
つ
い
て
、
『
急
難
』
に
は
議
定
終
了
後
「
使
頭
弁
被
レ
奏
コ
風
定
申
旨
噛
次

殿
下
依
レ
召
参
二
御
前
｝
給
、
有
レ
頃
更
出
自
殿
上
h
宣
云
、
可
レ
遣
レ
史
者
、
次

七
二
御
気
色
一
宮
退
出
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
議
定
の
内
容
が
頭
弁
源

師
賢
を
通
じ
て
白
河
天
皇
に
奏
聞
さ
れ
た
の
ち
、
関
白
師
実
が
天
皇
御
前
に

召
さ
れ
て
、
事
件
の
事
情
を
聴
取
す
る
使
者
と
し
て
検
非
違
使
で
は
な
く
史

を
遣
わ
す
と
い
う
最
終
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
更
出
二
殿
上
ハ

宣
云
」
と
あ
る
よ
う
に
、
御
前
か
ら
殿
上
に
も
ど
っ
て
き
た
信
実
が
、
そ
の

結
果
を
殿
上
に
控
え
て
い
た
公
卿
た
ち
に
報
告
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
殿
上
定
に
天
皇
が
臨
席
し
て
い
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
殿

上
定
へ
の
天
皇
出
御
下
が
後
世
の
編
纂
に
よ
る
儀
式
書
の
『
禁
秘
抄
』
の
み

で
あ
る
以
上
、
同
時
代
の
記
録
に
見
ら
れ
る
殿
上
定
へ
の
天
皇
不
出
御
の
例

は
、
坂
本
氏
の
よ
う
に
例
外
的
な
事
例
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
殿
上
定
に

は
天
皇
は
臨
席
し
な
い
と
い
う
原
則
を
襲
付
け
る
事
例
と
と
ら
え
る
ほ
う
が

は
る
か
に
自
然
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
検
討
に
よ
り
、
『
禁
秘
抄
』
の
み
を
も
っ
て
、
殿
上
定
に
は

天
皇
が
臨
席
す
る
と
い
う
一
般
的
原
則
・
慣
行
を
引
き
出
す
こ
と
は
か
な
り

む
ず
か
し
い
と
考
え
る
。
殿
上
定
へ
の
天
皇
非
臨
席
の
事
例
を
量
的
に
凌
駕

す
る
だ
け
の
天
皇
出
御
の
確
実
な
事
例
が
、
同
時
代
の
記
録
類
の
中
に
発
見

さ
れ
た
と
き
は
じ
め
て
、
そ
れ
ら
は
例
外
と
断
じ
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
検
証
が
行
わ
れ
て
い
な
い
以
上
坂
本
氏
の
拙
稿
に
対
す
る
鍵
判
は
説
得

力
を
も
ち
え
な
い
。
さ
ら
に
安
原
氏
が
「
陣
営
1
1
侯
議
・
殿
上
定
・
殿
下
喜

盧
定
が
、
そ
れ
ぞ
れ
陣
座
睦
侯
座
・
清
涼
殿
の
殿
上
・
摂
関
の
直
壁
と
い
う

固
定
し
た
場
に
よ
る
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
御
前
」
と
は
天
皇
に
対

す
る
位
置
関
係
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
場
（
空
問
）
を
示
す

概
念
で
は
な
い
」
と
し
、
坂
本
氏
が
「
議
定
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
で
区
別

し
て
い
る
の
は
「
陣
」
と
「
殿
上
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
御
前
」
に
お
い
て

行
わ
れ
る
と
い
う
の
は
「
陣
」
や
「
殿
上
」
と
別
次
元
の
も
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
同
じ
公
卿
議
定
が
、
御
前
定
と
さ
れ
た
り
殿
上
定
と
さ
れ
た
り
す
る
の

は
当
然
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
坂
本
説
検
討
に
よ
り

根
本
的
に
再
考
を
せ
ま
ら
れ
る
。
つ
ま
り
坂
本
説
と
は
逆
に
、
殿
上
定
に
は
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原
則
と
し
て
天
皇
は
出
御
し
な
い
可
能
性
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
御

前
定
と
は
清
涼
殿
の
昼
御
座
前
で
の
議
定
に
お
お
む
ね
限
定
さ
れ
、
「
御
前
」

も
「
殿
上
」
や
「
陣
」
と
同
次
元
の
空
間
概
念
で
あ
る
可
能
性
が
遙
か
に
高

　
　
　
　
　
　
②

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
橋
本
義
彦
「
里
内
裏
沿
革
考
」
（
『
平
安
貴
族
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
所
収
）

　
　
一
七
九
頁
。

　
②
　
坂
本
氏
は
、
院
殿
上
定
に
院
が
臨
席
し
て
い
る
事
例
と
し
て
、
『
中
右
記
隔
天

　
　
永
董
年
十
月
九
日
条
を
指
摘
し
、
「
そ
こ
で
白
河
院
が
随
時
発
問
し
た
り
決
裁
し

　
　
た
り
し
て
い
る
」
と
す
る
。
氏
は
同
日
条
に
「
仰
云
」
と
い
う
記
載
が
多
く
見
ら

　
　
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
院
殿
上
と
は
別
の

　
　
場
所
に
座
す
法
皇
の
仰
を
申
次
人
が
伝
え
て
い
る
と
も
解
せ
る
。
し
か
も
、
当
日

　
　
法
皇
は
物
忌
で
あ
っ
た
た
め
、
物
忌
で
は
な
い
職
事
の
代
わ
り
に
、
物
忌
の
大
納

　
　
言
宗
通
を
通
じ
て
定
文
が
奏
聞
さ
れ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
鳶
口
（
宿
引
）

　
　
人
猶
不
レ
可
レ
参
二
御
前
一
之
故
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
意
は
正
確
に
解
し

　
　
に
く
い
が
、
物
忌
の
た
め
宗
通
以
外
の
人
物
が
法
皇
御
前
へ
参
上
す
る
こ
と
は
許

　
　
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
忌
に
範
っ
て
い
る
法
皇
が
、
院
殿
上

　
　
に
出
御
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
に
く
く
、
こ
の
記
事
を
院
殿
上
へ
の
法
皇
臨

　
　
席
の
事
例
と
す
る
氏
の
解
釈
が
成
立
す
る
可
能
性
は
少
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ

　
　
う
。
前
掲
拙
稿
で
、
院
殿
上
定
に
お
い
て
参
仕
者
選
定
が
存
在
す
る
事
例
と
し
て
、

　
　
『
中
右
記
』
元
永
元
年
五
月
二
十
二
日
条
を
指
摘
し
て
い
る
コ

四
　
殿
上
定
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て

　
殿
上
間
の
殿
上
僑
子
に
天
皇
が
座
し
て
殿
上
定
が
行
わ
れ
る
と
い
う
『
禁

秘
抄
』
の
記
述
は
へ
坂
本
説
の
鍵
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間

題
に
さ
ら
に
肉
薄
す
る
た
め
に
、
「
殿
上
間
」
そ
の
も
の
の
性
格
を
考
え
、

さ
ら
に
殿
上
間
に
置
か
れ
て
い
る
「
殿
上
燕
子
」
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
考

察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
殿
上
定
の
基
本
的
な
性
格
も
、

よ
り
明
瞭
に
な
る
と
確
信
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
清
涼
殿
の
殿
上
間
の
基
本
的
な
性
格
は
、
清
涼
殿
に
お
け
る
公
卿
以
下
侍

臣
の
控
間
で
あ
る
。
基
本
的
な
構
造
を
見
る
た
め
に
、
代
表
的
な
儀
式
書
で

あ
る
『
西
宮
記
』
の
記
事

を
引
用
す
る
。

　
　
清
涼
殿
侍
所

　
　
殿
上
纂

　
　
件
所
有
二
四
間
「
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
階

　
　
　
（
東
）
第
一
間
壁
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
殿

　
　
立
二
御
椅
子
一
南
薩
、
同

　
　
第
三
間
立
二
王
卿
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
涼

　
　
盤
一
四
尺
、
第
四
間
立
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
階
清

　
　
侍
臣
大
盤
一
五
尺
二
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A

　
　
其
盤
西
方
戸
北
腋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図

　
　
置
二
日
記
韓
櫃
h
其

　
　
頭
立
二
日
絡
（
給
）
簡
一

　
　
　
　
　
①

　
　
　
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
図
A
と
し
て
『
大
内
裏
　
　
　
　
　
図
B
の
視
線
の
方
向
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図
考
証
』
が
掲
載
す
る
「
清
涼
殿
全
図
」
に
も
と
つ
く
簡
略
図
な
ら
び
に
、

空
間
的
な
理
解
の
た
め
に
、
図
B
と
し
て
島
田
武
彦
氏
の
作
成
さ
れ
た
近
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

復
古
清
涼
殿
の
殿
上
間
の
図
も
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
、
そ
れ
ら
も
参

図B　殿上間（西から東を見たもの）・島田武彦氏作成

照
願
い
た
い
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
殿
上
間
は
清
涼
殿
の
爾
庇
に
、
東
西
に

長
い
四
間
か
ら
な
り
、
も
っ
と
も
東
の
一
間
に
は
石
灰
壇
（
東
庇
の
最
南
）

と
の
境
の
壁
下
に
沿
っ
て
南
に
面
す
る
形
で
殿
上
僑
子
が
置
か
れ
て
い
る
。

一
間
を
お
い
て
東
か
ら
三
間
、
四
間
に
公
卿
・
殿
上
人
の
た
め
の
大
盤
（
台

盤
）
が
設
置
さ
れ
、
下
手
西
方
、
下
戸
の
腋
に
殿
上
日
記
を
収
納
し
た
と
思

わ
れ
る
日
記
韓
櫃
、
そ
の
そ
ば
に
殿
上
人
の
出
仕
を
管
理
す
る
臼
給
簡
が
置

か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
摂
関
家
の
侍
所
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
元
木
泰
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
大

盤
、
櫃
、
日
給
簡
と
い
う
清
涼
殿
の
殿
上
と
共
通
し
て
い
る
備
品
の
う
ち
、

大
盤
が
侍
所
の
饗
所
と
い
う
一
面
を
物
語
る
の
に
対
し
、
櫃
と
日
給
簡
は
職

員
の
名
称
、
任
免
、
出
欠
を
す
べ
て
把
握
し
た
、
い
わ
ば
主
従
関
係
の
維
持
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

統
制
の
中
枢
と
言
う
べ
き
性
格
を
有
し
て
い
た
と
い
う
。
摂
関
家
侍
所
と
の

備
品
の
共
通
性
か
ら
殿
上
間
を
考
え
れ
ば
、
殿
上
淵
酔
に
お
い
て
大
盤
が
果

た
す
役
割
や
、
日
給
簡
の
存
在
は
、
摂
関
家
の
侍
所
の
性
格
、
す
な
わ
ち
饗

所
の
側
面
と
天
皇
と
殿
上
人
と
の
主
従
関
係
の
維
持
、
統
制
の
中
枢
と
し
て

の
性
格
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
摂
関
家
の
侍
所
に
は
存
在
し
な
い
殿
上
三
子
の
性
格
が
問
題
と

な
る
が
、
ま
ず
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
使
用
さ
れ
る
の
か
を
検
討
し
て

み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
『
江
家
次
第
』
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
元
日
の

小
朝
拝
で
の
殿
上
椅
子
の
役
割
に
注
目
す
る
。
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嫁
御
装
束
、
垂
二
母
屋
御
簾
ハ
暫
撤
二
昼
御
座
ハ
敷
三
二
色
綾
毯
代
一
四
角

　
　
既
二
男
油
引
　
立
齢
殿
上
僑
子
噛
　
幼
主
時
御
露
国
前
置
二
承
足
噴
或
説
、
御
碕
子
立
二
於
難
事

　
　
間
一
云
々
、
皇
太
子
参
上
時
、
立
二
御
帳
中
鴨

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
小
朝
拝
の
際
に
は
昼
御
座
は
撤
虫
さ
れ
て
、
天
皇
は
四

隅
を
鎮
子
で
お
さ
え
ら
れ
た
三
色
鷹
巣
代
の
上
に
据
え
ら
れ
た
殿
上
筒
子
に

着
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
ま
た
『
北
山
抄
』
に
は
「
皇
太
子
不
二
参
上
一

時
、
東
瘤
立
二
御
調
子
二
「
若
有
二
太
子
拝
辻
畑
一
者
、
更
不
レ
令
レ
奏
二
事
由
「

太
子
拝
舞
退
出
後
、
即
王
卿
已
下
参
進
、
又
立
二
御
福
子
藤
津
帳
内
一
」
と
あ

り
、
皇
太
子
に
よ
る
天
皇
へ
の
拝
礼
が
な
い
場
合
に
は
僑
子
は
東
庇
に
据
え

ら
れ
、
拝
礼
が
あ
る
と
き
は
母
屋
の
帳
内
の
剣
璽
案
・
几
帳
・
中
敷
な
ど
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

撤
さ
れ
て
、
そ
こ
に
椅
子
が
据
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
建

武
年
中
行
事
』
に
「
御
殿
の
母
屋
の
御
簾
を
た
れ
て
、
殿
上
の
習
い
し
を
廟

の
御
座
の
ま
に
た
つ
、
か
も
ん
寮
た
ん
だ
い
を
し
く
、
六
位
の
蔵
人
二
人
こ
れ
を
か

く
」
「
す
な
わ
ち
御
簾
を
か
か
げ
さ
せ
て
、
出
で
さ
せ
給
ひ
、
御
糾
し
に
っ

か
せ
給
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
殿
上
僑
子
は
殿
上
間
か
ら
六
位
蔵
人
に
よ
っ

て
清
涼
殿
の
東
庇
に
運
ば
れ
て
、
掃
部
寮
に
よ
っ
て
敷
か
れ
た
三
色
綾
毯
代

の
上
に
設
置
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
小
朝
拝
と
は
、
殿
上
の
王
卿
以
下
六
位
以
上
が
清
涼
殿
東
庭
に
列
立
し
、

清
涼
殿
に
出
御
し
た
天
皇
に
対
し
て
拝
舞
を
行
い
、
退
出
す
る
き
わ
め
て
簡

単
な
儀
式
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
皇
太
子
が
孫
庇
で
拝
舞
を
す
る
時
に
は
母

屋
に
据
え
ら
れ
、
そ
れ
が
な
い
蒔
は
東
庇
に
置
か
れ
る
殿
上
単
子
と
は
、
天

皇
が
清
涼
殿
東
庭
の
臣
下
を
「
見
る
」
と
い
う
行
為
、
野
庭
に
列
ぶ
臣
下
が

天
皇
に
「
見
ら
れ
る
」
と
い
う
行
為
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
備
品
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
殿
上
椅
子
と
は
、
殿
上
間
で

使
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
天
皇
が
東
庭
を
見
る
行
為
の
な
か
で
使
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
殿
上
間
に
お
い
て
殿
上
椅
子
に
天
皇

が
出
御
す
る
と
仮
定
し
た
際
の
不
自
然
さ
は
解
消
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
殿
上

愛
子
は
、
単
に
殿
上
間
に
収
納
さ
れ
て
い
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言

す
れ
ば
、
殿
上
僑
子
に
と
っ
て
殿
上
間
は
収
納
庫
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
小
朝
拝
の
成
立
の
意
義
に
つ
い
て
の
古
瀬
奈

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

津
子
氏
の
見
解
で
あ
る
。
氏
に
よ
る
と
、
朝
堂
院
に
お
い
て
文
武
百
官
が
参

列
し
て
行
わ
れ
る
朝
賀
が
、
律
令
国
家
の
官
僚
機
構
を
象
徴
す
る
儀
式
で
あ

る
の
に
対
し
、
小
朝
拝
と
は
い
わ
ば
天
皇
と
私
的
関
係
に
あ
る
政
治
機
構
を

象
徴
す
る
儀
式
で
あ
り
、
本
質
的
に
異
な
っ
た
性
格
を
も
つ
と
い
う
。
宇
多

朝
以
前
に
は
、
あ
く
ま
で
公
的
儀
式
と
し
て
は
朝
賀
が
行
わ
れ
、
小
朝
拝
が

行
わ
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
天
皇
の
私
的
行
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
宇

多
朝
を
境
に
し
て
昇
殿
制
が
公
的
な
性
格
を
備
え
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、

小
朝
拝
も
公
的
な
儀
式
と
し
て
表
面
化
す
る
。
平
安
後
期
に
な
る
と
朝
賀
儀

は
ま
っ
た
く
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
朝
賀
儀
の
基
盤
と
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な
っ
て
い
た
律
令
制
の
官
僚
機
構
が
し
だ
い
に
衰
退
し
、
小
朝
拝
の
基
盤
と

な
っ
て
い
る
殿
上
人
に
代
表
さ
れ
る
天
皇
と
私
的
関
係
に
あ
る
政
治
機
構
が
、

官
僚
機
構
よ
り
優
勢
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
殿
上
僑
子
と
は

そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
小
朝
拝
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
は
た
す
の
で
あ

る
か
ら
う
天
皇
と
殿
上
人
と
の
私
的
関
係
を
象
徴
的
に
示
す
備
品
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
毎
年
の
年
頭
に
お
け
る
天
皇
と
殿
上
人
と
の
主
従

関
係
の
確
認
を
示
す
儀
式
と
見
て
よ
い
小
朝
拝
で
天
皇
が
座
し
て
い
た
殿
上

僑
子
を
、
殿
上
間
で
無
人
の
ま
ま
で
目
に
す
る
と
き
、
天
皇
と
の
主
従
関
係

を
か
え
っ
て
強
く
意
識
す
る
と
考
え
て
聞
違
い
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
殿
上

椅
子
は
、
そ
れ
ほ
ど
広
い
と
は
い
え
な
い
殿
上
間
に
天
皇
が
出
御
す
る
よ
り

は
、
は
る
か
に
優
れ
た
演
出
効
果
を
伴
っ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
殿
上
間
と
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
殿
上
二
子
の
基
本

的
性
格
が
、
い
ず
れ
も
天
皇
と
殿
上
人
と
の
主
従
関
係
の
維
持
・
確
認
に
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
坂
本
氏
の
よ
う
に
殿
上
定
を
量
定
と
同
様
の
公
的
議

定
と
し
て
一
括
し
て
し
ま
う
見
解
に
は
大
い
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

小
朝
拝
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
歴
史
的
経
過
の
中
で
公
的
な
性
格
を
あ

る
程
度
帯
び
て
い
た
と
し
て
も
、
殿
上
定
の
基
本
的
性
格
は
天
皇
と
公
卿
と

の
私
的
な
関
係
、
換
言
す
れ
ば
主
従
関
係
を
基
底
と
し
て
い
る
と
考
え
た
方

が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
以
前
述
べ
た
よ
う
に
公
卿

の
召
集
方
式
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
陣
定
は
上
卿

が
主
宰
し
外
記
に
命
じ
て
諸
卿
を
召
集
す
る
形
式
を
ほ
と
ん
ど
崩
さ
な
か
っ

た
の
に
対
し
、
内
角
殿
上
定
や
御
前
定
は
天
皇
が
蔵
人
に
命
じ
て
公
卿
を
召

す
の
で
あ
り
、
前
者
が
太
政
官
の
議
政
官
会
議
の
性
格
を
維
持
し
、
後
者
は

そ
れ
を
払
拭
し
た
い
わ
ば
天
皇
直
属
会
議
と
い
っ
た
性
格
を
有
し
て
い
る
と

　
　
　
⑦

思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
殿
上
定
に
つ
い
て
の
坂
本
氏
と
の
見
解
の
相
違
は
、
公
卿
の
選
定

の
有
無
に
つ
い
て
で
あ
る
。
坂
本
氏
は
殿
上
定
に
選
定
が
な
か
っ
た
証
拠
を

ま
っ
た
く
示
さ
れ
な
い
か
わ
り
に
、
選
定
の
事
例
と
し
て
、
『
中
右
記
』
嘉

保
元
（
一
〇
九
四
）
年
十
月
二
十
六
日
条
を
掲
げ
な
が
ら
、
そ
れ
を
ほ
ん
ら

い
の
あ
り
方
と
異
な
る
例
外
と
し
て
処
理
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
選

定
の
事
例
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
B
の
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
長

治
元
（
一
一
〇
四
）
年
六
月
二
十
四
日
の
殿
上
定
は
「
今
罠
余
精
工
レ
及
レ
広
、

人
々
有
二
勅
喚
一
落
也
、
但
民
部
獅
、
江
中
納
言
難
レ
有
二
野
牛
「
依
一
一
触
微
一
不
レ

被
二
出
仕
一
也
」
と
さ
れ
て
お
り
、
召
集
公
卿
に
選
定
が
あ
っ
た
こ
と
、
選
定

さ
れ
た
公
卿
の
う
ち
大
納
言
兼
民
部
卿
の
源
俊
明
と
権
中
絵
書
大
江
匡
房
が

触
滋
で
出
仕
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
俊
明
と

匡
房
に
つ
い
て
の
部
分
を
読
め
ば
、
選
定
を
示
す
記
事
が
殿
上
定
の
あ
と
の

御
前
定
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
一
等
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら

の
事
例
を
氏
の
よ
う
に
例
外
と
し
て
読
む
よ
り
も
、
本
来
の
あ
り
方
を
示
す
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も
の
と
見
る
ほ
う
が
は
る
か
に
自
然
な
史
料
解
釈
で
あ
る
か
ら
、
殿
上
定
で

は
公
卿
の
選
定
が
存
在
し
、
そ
の
点
で
全
現
任
公
卿
が
召
さ
れ
る
陣
定
と
は

議
定
の
性
格
が
異
な
る
と
す
る
拙
稿
の
立
場
を
変
更
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。

殿
上
定
に
お
け
る
選
定
の
事
実
は
（
本
来
太
政
官
の
議
政
官
会
議
構
成
員
で

あ
る
現
任
公
卿
か
ら
天
皇
の
意
志
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
に
よ
る

会
議
が
開
か
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
既
述
の
天
皇
直
属
会
議

と
し
て
の
殿
上
定
の
基
本
的
性
格
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
①
　
『
西
宮
記
』
巻
一
九
（
史
籍
集
覧
本
巻
二
〇
）
。
な
お
同
書
に
は
「
清
涼
殿
殿
上

　
　
傳
土
座
」
の
記
述
が
巻
一
七
（
史
籍
集
覧
本
巻
｝
六
）
に
あ
り
、
両
者
の
内
容
は

　
　
細
部
に
異
同
は
あ
る
も
基
本
的
に
同
｝
で
あ
り
、
元
木
泰
雄
氏
に
よ
っ
て
「
侍
所

　
　
と
は
清
涼
殿
の
殿
上
の
別
称
に
他
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
（
「
平
安
後
期
の
侍
所
に

　
　
つ
い
て
一
摂
㎜
闘
家
を
中
心
に
一
」
『
史
林
』
六
四
一
四
、
一
九
八
一
年
）
。
「
清

　
　
涼
殿
殿
上
侍
臣
座
」
で
の
日
記
韓
櫃
や
観
楓
簡
に
つ
い
て
の
記
述
は
「
西
北
小
戸

　
　
下
置
二
日
記
櫃
ハ
其
南
方
立
工
日
給
簡
一
」
と
あ
り
、
そ
れ
ら
の
位
鐙
の
記
述
は
「
清

　
　
涼
殿
侍
所
」
の
記
事
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
。

　
②
島
田
武
彦
『
近
世
復
古
下
期
殿
の
研
究
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
）
一
六

　
　
七
買
。
な
お
、
近
世
復
古
清
涼
殿
と
は
、
寛
政
二
（
【
七
九
〇
）
年
に
造
営
さ
れ
、

　
　
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
炎
上
後
翌
年
も
と
ど
お
り
再
建
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い

　
　
る
。
そ
の
構
造
は
、
裏
松
書
置
の
『
大
内
裏
図
考
証
』
に
も
と
づ
い
て
、
平
安
期

　
　
の
古
制
を
忠
実
に
再
現
し
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
参
考
に
耐
え
う
る
と
考
え
ら

　
　
れ
る
。

　
③
　
元
木
前
掲
論
文
。

　
④
島
田
前
掲
書
七
二
頁
。

　
⑤
　
同
様
に
東
庭
を
天
皇
が
「
見
る
」
儀
式
に
殿
上
量
子
が
使
わ
れ
て
い
る
例
と
し

　
て
、
石
清
水
臨
時
祭
の
時
に
天
皇
が
東
庭
で
の
舞
人
の
舞
を
見
る
試
薬
の
儀
が
あ

　
る
が
、
『
兵
範
記
』
仁
安
三
（
一
…
六
八
）
年
・
十
二
月
十
四
臼
条
に
は
次
の
よ
う
に

　
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
蔵
人
奉
コ
仕
試
薬
御
装
束
ハ
櫓
幕
庇
第
三
間
、
敷
ニ
ニ
色
綾
毯
聖
跡
四
角
置
二
鎮

　
　
子
守
其
中
央
立
ご
殿
上
御
僑
子
門
東
野
子
二
間
以
南
、
敷
二
菅
円
座
ハ
為
二
殿
下

　
　
已
下
納
言
座
一
（
中
略
）
酉
剋
主
上
出
御
御
蕊
衣
、
無
・
嚇
総
隻
頭
中
将
供
二
御
三

　
　
鮭
h
着
ゴ
適
々
引
子
一

　
　
こ
こ
で
は
、
天
皇
が
東
庇
の
外
側
の
東
広
（
孫
）
庇
に
据
え
ら
れ
た
殿
上
椅
子

　
に
座
し
て
い
る
点
、
公
卿
が
賢
子
の
菅
円
座
に
座
し
て
東
庭
を
「
見
る
」
側
に
ま

　
わ
っ
て
い
る
点
な
ど
が
相
違
す
る
が
、
こ
こ
で
も
殿
上
衙
子
は
殿
上
間
か
ら
運
ば

　
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
点
は
、
小
朝
拝
と
か
わ
ら
な
い
。

⑥
　
古
瀬
奈
津
子
「
平
安
時
代
の
『
儀
式
』
と
天
皇
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
五
六
〇
、

　
一
九
八
六
年
）
。

⑦
前
掲
拙
稿
。

五
　
坂
本
氏
の
「
一
人
諮
問
」
説
に
つ
い
て

　
坂
本
氏
の
コ
人
諮
問
」
と
は
、
頼
通
が
関
白
で
あ
っ
た
時
期
以
前
に
は
、

公
的
議
定
の
と
き
を
除
い
て
、
天
皇
は
関
白
・
内
覧
以
外
の
公
卿
に
諮
問
が

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
概
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
摂
関
家
（
頼
通
）

の
意
向
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
後
三
条
以
降
は
数
人
の
公
卿
を
天
皇
の
昼
御
座

に
召
し
て
行
う
プ
レ
；
ソ
会
議
に
代
わ
る
と
す
る
。
坂
本
氏
に
よ
る
と
、
コ

人
諮
問
」
と
は
基
経
が
関
白
に
な
っ
た
暗
以
来
の
、
関
白
と
い
う
地
位
の
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

度
的
裏
付
け
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
コ
人
諮
問
」
と
い
う
独
自

の
概
念
は
、
当
該
期
に
天
皇
は
関
白
・
内
覧
以
外
の
公
卿
に
諮
問
が
不
可
能
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公卿議定制の類型とその性格（美川）

で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
「
公
的
議
定
を
除
く
」
と
き
に
認
め
ら
れ

る
だ
け
に
、
公
的
議
定
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
と
す
る
か
に
よ
っ
て
大
き
な
影

響
を
受
け
る
点
に
第
一
の
問
題
点
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
一
人
諮
問
」

の
時
期
に
も
、
天
皇
は
殿
上
定
や
物
定
に
お
い
て
公
卿
に
諮
問
を
行
い
、
そ

の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
を
要
す
る
。

　
す
な
わ
ち
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
道
長
・
頼
通
期
に
も
行
わ
れ

て
い
る
内
裏
殿
上
定
（
坂
本
氏
は
こ
れ
を
殿
上
御
前
定
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
が

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
既
述
の
と
お
り
）
と
御
前
定
と
を
、
前
者
が
公
的
議

定
、
後
者
が
ブ
レ
ー
ン
会
議
と
断
ず
る
根
拠
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
殿
上
定
の

性
格
を
追
求
す
れ
ば
、
そ
の
基
本
的
な
部
分
に
天
皇
と
公
卿
と
の
私
的
、
あ

る
い
は
主
従
制
的
な
関
係
が
存
在
し
、
公
的
な
性
格
は
後
か
ら
付
随
し
て
い

っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
安
原
氏
の
論
説
に
対

す
る
批
判
の
中
で
開
ら
か
に
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、
昼
御
座
の
天
皇
の
前
で

行
わ
れ
る
議
定
に
は
数
人
の
公
卿
が
召
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
叙
位
・
除

目
の
際
に
行
わ
れ
る
場
合
の
よ
う
に
か
な
り
の
数
の
公
卿
が
召
さ
れ
る
場
合

も
あ
り
、
そ
の
間
に
明
確
な
一
線
を
引
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

人
数
の
多
少
は
、
天
皇
に
よ
る
参
仕
者
選
定
と
い
う
共
通
の
性
格
か
ら
生
じ

て
き
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
ど
う
い
う
わ
け
か
坂
本
氏
の
論
説
で
は
、
安
原
氏
の
場
合
は
考

慮
さ
れ
て
い
た
叙
位
・
除
目
の
際
な
ど
に
昼
御
座
前
で
行
わ
れ
る
議
定
に
つ

い
て
は
全
く
無
視
さ
れ
て
、
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
か
叙
位
・
除

目
が
殿
上
間
で
行
わ
れ
る
な
ど
と
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か

ら
、
こ
の
点
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
坂
本
氏
の
論
法
か
ら
す
れ
ば
、
第
一

に
公
的
な
議
定
と
し
て
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
れ
ら
の
議
定
を
、
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
も
、
坂
本
説
の
問
題
点
は
明
ら
か
で
あ

る
。

　
第
二
に
は
、
坂
本
氏
が
「
一
人
諮
問
」
の
根
拠
と
さ
れ
る
史
料
の
操
作
、

解
釈
に
つ
い
て
の
問
題
点
で
あ
る
。
氏
が
一
人
諮
問
の
証
拠
と
し
て
挙
げ
て

い
る
史
料
は
、
円
融
期
（
九
六
九
～
九
八
四
）
、
藤
原
道
長
が
内
覧
で
あ
っ

た
舶
載
（
九
九
五
～
一
〇
一
五
）
、
頼
通
が
関
白
で
あ
っ
た
時
期
（
一
〇
一
九

～
一
〇
六
八
）
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
氏
が
根
拠
と
す
る
史
料
の
性

格
を
、
円
融
期
の
も
の
か
ら
正
確
に
究
明
し
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
る
。

　
氏
は
『
小
右
記
』
に
お
い
て
、
天
皇
が
公
卿
に
諮
問
し
た
事
例
と
し
て
は
、

関
白
藤
原
頼
忠
に
対
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
を
も
っ
て
、
コ
人

　
　
　
　
　
　
　
　
②

諮
問
し
の
蒔
期
と
す
る
。
し
か
し
、
天
皇
と
関
与
と
が
相
談
し
て
政
務
を
決

定
し
て
い
く
こ
と
が
多
い
の
は
、
天
皇
の
政
務
補
佐
の
た
め
の
「
内
覧
」
と

い
う
特
権
が
、
天
皇
へ
の
奏
宣
事
項
は
す
べ
て
そ
の
指
示
の
も
と
に
行
う
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
と
す
る
内
容
を
持
ち
、
そ
れ
を
関
白
が
有
し
て
い
る
以
上
当
然
で
あ
る
。

天
皇
に
奏
上
す
る
文
書
を
、
天
皇
が
見
る
前
に
「
内
覧
」
す
る
と
い
う
こ
と
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は
、
天
皇
が
関
白
に
相
談
し
て
執
政
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
コ
人
諮
問
」
説
が
成
り
立
つ
に
は
、
天
皇
が
関
白
に
諮
問
す

る
例
が
多
い
と
い
う
だ
け
で
は
駄
罠
な
の
で
あ
っ
て
、
天
皇
が
関
白
以
外
の

公
卿
に
諮
問
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
明
が
必
要
な
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
天
皇
が
左
大
臣
源
雅
信
に
諮
問
し
て
い
る
例
が
、
氏
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
氏
は
、
関
白
頼
忠
の
了
解
の

も
と
で
の
諮
問
と
解
せ
る
か
ら
、
関
白
頼
忠
の
一
人
諮
問
で
あ
る
こ
と
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
関
白
の
了
解
が
あ
れ
ば
容
認
さ
れ
、

そ
の
了
解
が
な
け
れ
ば
諮
問
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、

関
白
以
外
に
諮
問
が
行
わ
れ
て
い
る
事
例
を
、
こ
の
よ
う
に
例
外
と
す
る
の

は
か
な
り
苦
し
い
解
釈
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
道
長
執
政
期
の

検
討
に
進
む
。

　
道
長
が
内
覧
で
あ
っ
た
時
期
に
、
道
長
以
外
の
公
卿
が
天
皇
の
諮
問
を
う

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
坂
本
説
は
、
す
べ
て
三
条
天
皇
が
「
密

々
」
「
内
々
」
に
藤
原
実
資
へ
の
諮
問
を
行
っ
た
事
例
か
ら
立
論
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
実
資
へ
の
諮
問
が
「
内
々
」
「
密
々
」
と
あ
る
の
は
、
コ

人
諮
問
」
の
例
外
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
一
人
諮
問
」
と
い
う
制

度
が
存
在
す
る
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
条
天
皇
と
道
長
の
関

係
が
、
即
位
当
時
か
ら
大
変
悪
か
っ
た
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
に
注
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
、
天
皇
の
実
資
へ
の
諮
問
と
の
関
係
に
迫
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
寛
弘
八

（一

Z
一
一
）
年
九
月
二
日
、
天
皇
の
「
密
々
」
の
命
に
よ
っ
て
、
実
資
が

五
日
の
坊
官
除
目
の
日
が
悪
い
と
「
密
々
」
に
奏
上
し
た
の
は
、
五
日
を
主

張
し
て
い
た
道
長
の
意
向
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
日
実
資
の
意
見
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

り
除
目
の
延
期
が
決
定
さ
れ
る
と
天
皇
は
喜
び
の
色
を
隠
し
て
い
な
い
。
ま

た
、
『
小
右
記
』
寛
弘
九
年
四
月
十
六
日
条
に
は
、
天
皇
が
実
資
を
味
方
と

考
え
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
人
物
と
雑
事
を
相
談
し
た
と
し
て
も
何
の
問
題

が
あ
ろ
う
か
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
発
言
は
「
左
大
匝
為
レ
我
無

礼
尤
甚
、
此
一
両
日
寝
食
不
例
」
と
い
っ
た
、
天
皇
の
道
長
に
対
す
る
あ
か

ら
さ
ま
な
反
感
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
道
長
が
い
っ
た
ん
東
三
条

殿
に
下
が
っ
て
い
た
女
の
中
宮
婿
子
の
参
内
儀
を
重
ね
た
た
め
、
天
皇
寵
愛

の
聖
子
立
后
儀
に
三
人
し
か
公
卿
が
参
仕
し
な
か
っ
た
と
い
う
有
名
な
事
件

の
直
後
、
天
皇
は
し
か
る
べ
き
時
に
は
実
資
と
雑
事
を
相
談
し
た
い
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
こ
と
は
「
外
典
」
し
て
ほ
し
く
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
三
条
天
皇
が
実
資
に
諮
問
す
る
と
い
う
行
為
は
、
道
長

に
対
す
る
対
抗
、
さ
ら
に
い
え
ば
権
力
闘
争
の
意
図
を
含
ん
で
い
る
わ
け
だ

が
、
そ
の
こ
と
は
実
事
が
天
皇
に
雑
事
を
申
し
た
い
と
奏
上
し
た
と
い
う
の

は
事
実
か
ど
う
か
を
度
々
天
皇
に
問
い
た
だ
し
、
天
皇
が
そ
の
事
実
を
否
定

し
て
い
る
と
い
う
『
小
右
記
』
長
和
三
（
一
〇
｝
四
）
年
六
月
二
十
七
鼠
条

の
記
事
に
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
実
資
に
対
す
る
天
皇
の
諮
問
が
「
密
々
」

で
あ
っ
た
り
「
過
慮
」
を
奪
っ
た
り
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
道
長
と
の
対
立
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と
い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
道
長
の
了
解

を
え
て
い
れ
ば
諮
問
も
容
認
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
円
融
天

皇
の
時
代
と
同
様
に
関
白
や
内
覧
の
了
解
さ
え
あ
れ
ば
、
諮
問
は
認
め
ら
れ

る
と
い
う
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
、
天
皇
が
関
白
や
内
覧

と
対
立
し
た
と
き
、
か
れ
ら
の
了
承
を
え
ず
に
諮
問
を
行
お
う
と
す
る
動
き

も
、
三
条
天
皇
と
道
長
と
の
事
例
か
ら
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
一
人
諮
問
」
違
反
で
は
な
く
、
内
覧

道
長
の
了
承
を
え
な
い
諮
問
な
の
で
あ
る
。

　
頼
通
が
関
白
で
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
も
、
天
皇
が
実
資
に
諮
問
を
行
っ

た
例
が
散
見
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
諮
問
例
を
「
一
人
諮
問
」
の
例
外
と
し
て

し
り
ぞ
け
る
氏
の
論
法
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
三
条
天
皇
と
道
長
の
晴

期
と
の
明
ら
か
な
相
違
は
、
伊
勢
祭
主
の
決
定
に
つ
い
て
、
後
乗
雀
天
皇
が

蔵
人
頭
資
房
を
右
大
臣
実
資
邸
に
派
遣
し
て
諮
問
し
た
際
に
、
資
房
は
頼
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
命
も
あ
わ
せ
て
う
け
て
い
る
長
暦
三
（
一
〇
三
九
）
年
十
二
月
九
日
の
例

や
、
後
朱
雀
天
皇
に
よ
る
伊
勢
外
宮
倒
壊
に
つ
い
て
の
諮
問
の
際
、
資
房
は

頼
通
販
を
経
由
し
て
実
資
の
も
と
に
赴
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
頼
通
の
了
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
え
て
い
た
可
能
性
が
強
い
翌
長
暦
四
年
八
月
二
十
四
日
の
例
が
存
在
す
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
双
方
の
事
例
と
も
に
、
実
資
は
「
内
々
」
「
密
々
」

に
奏
上
す
る
よ
う
に
と
使
者
の
資
質
に
述
べ
て
い
る
が
、
頼
通
の
命
も
う
け

て
の
諮
問
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
を
三
条
天
皇
の
と
き
の
よ
う
に
内
覧
・

関
白
に
内
密
に
し
て
ほ
し
い
と
は
解
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
長
暦
四
年
九
月

十
四
日
に
内
裏
焼
亡
に
つ
い
て
の
諮
問
を
う
け
た
際
に
、
実
資
は
「
以
二
此

由
一
可
レ
奏
、
老
婦
之
身
不
二
参
候
ハ
在
二
里
第
一
蒙
二
此
極
性
尤
有
レ
恐
々
々
、
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

参
内
密
奏
二
此
旨
一
」
と
福
野
に
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
「
密
奏
」
と
は
高

齢
ゆ
え
に
参
内
を
せ
ず
に
、
在
宅
の
ま
ま
諮
問
を
許
さ
れ
た
と
い
う
特
別
扱

い
を
潭
っ
て
の
発
言
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

時
期
の
実
資
に
対
す
る
諮
問
は
、
「
一
人
諮
問
」
と
い
う
規
制
を
犯
し
た
た
め

で
は
な
く
、
内
裏
へ
出
仕
し
て
の
諮
問
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
「
密
々
」
「
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

々
」
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
も
し
仮
に
坂
本
氏
の
い
う
よ
う
な
「
一
人
諮
問
」
と
い
う
制
度
が
存
在
し

た
と
す
れ
ば
、
三
条
天
皇
の
例
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
天
皇
の
自
珀
な
政
治

的
活
動
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
皇
の
政
治
的
封
じ
込
め
を
意
味
す
る
。

逆
に
、
そ
れ
は
関
白
・
内
覧
に
と
っ
て
政
治
的
に
圧
倒
的
に
有
利
な
制
度
と

な
る
。
坂
本
氏
は
こ
の
制
度
を
基
経
が
関
白
に
就
任
し
て
以
来
の
も
の
と
す

る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
九
世
紀
後
半
以
来
の
こ
の
特
権
を
摂
関
家
が

維
持
し
よ
う
と
尽
力
し
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
三
条
が
即
位
す
る

と
頼
通
は
、
子
息
師
実
に
関
白
の
予
備
訓
練
を
さ
せ
る
た
め
、
容
易
に
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

特
権
を
放
棄
す
る
と
坂
本
氏
は
説
明
す
る
。
姻
戚
関
係
の
な
い
天
皇
の
即
位

と
い
う
重
大
な
聴
期
に
、
摂
関
家
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
特
権
を
こ
れ

ほ
ど
簡
単
に
放
棄
す
る
と
し
た
ら
噛
そ
れ
は
政
治
家
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
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失
策
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
決
定
的
失
策
を
老
練
な
頼
通
が
犯
し
た
と
考
え

る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
坂
本
氏
の
コ
人
諮

問
」
説
は
、
到
底
成
立
す
る
余
地
が
な
い
と
断
じ
え
る
。
繰
り
返
す
が
、
天

皇
に
よ
る
臣
下
へ
の
諮
問
の
多
く
が
関
白
や
内
覧
の
了
承
の
も
と
に
行
わ
れ

て
い
る
の
は
、
そ
の
「
内
覧
」
と
い
う
権
限
に
由
来
す
る
た
め
で
あ
り
、
天

皇
と
関
白
・
内
覧
と
の
相
談
が
多
い
の
も
そ
の
よ
う
な
「
内
覧
」
の
権
限
か

ら
説
明
が
つ
く
の
で
あ
る
。

①
　
坂
本
超
群
「
一
人
諮
問
の
由
来
」
（
『
神
戸
学
院
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
一
、
一

　
九
九
〇
年
）
。
な
お
坂
本
氏
の
い
う
「
ブ
レ
ー
ン
会
議
」
と
は
、
そ
の
議
定
へ
の

　
参
仕
者
が
本
当
に
天
皇
の
「
ブ
レ
ー
ン
」
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
考
証
が
な
く
、

　
そ
の
用
語
の
用
法
が
三
朔
確
で
あ
る
。

②
　
坂
本
「
一
人
諮
問
の
由
来
」
。

③
　
由
本
信
吉
「
平
安
中
期
の
内
覧
に
つ
い
て
」
（
麺
本
太
郎
博
士
古
希
記
念
会
編

　
『
続
日
本
古
代
史
論
集
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
）
。

④
　
　
『
小
右
記
』
天
元
五
年
二
月
二
十
五
目
条
、
三
月
四
日
条
、
三
月
五
日
条
。

⑤
　
三
条
天
皇
と
道
長
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
土
田
直
鎮
『
日
本
の
歴
史
　
五
　
王

　
朝
の
貴
族
』
（
中
央
公
論
社
、
｝
九
六
五
年
）
元
木
泰
雄
「
三
条
朝
の
藤
原
道
長
」

　
（
『
古
代
の
鐸
本
と
東
ア
ジ
ア
』
小
学
館
、
一
九
九
一
年
所
収
）
参
照
。

＠＠＠＠＠＠

『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
九
月
一
日
条
、
二
日
条
、
四
日
条
。

『
小
右
記
』
寛
弘
九
年
四
月
二
十
八
日
条
。

『
春
記
』
長
暦
三
年
十
二
月
九
日
差
。

『
春
記
』
長
暦
四
年
八
月
二
十
三
日
条
、
二
十
四
目
条
。

『
春
記
転
長
暦
四
年
九
月
十
四
日
条
。

『
小
右
記
』
万
寿
四
年
七
月
十
　
日
条
に
よ
る
と
、
後
一
条
天
皇
が
右
大
臣
実

　
資
に
対
し
て
笠
原
牧
使
殺
害
犯
逃
亡
事
件
関
係
の
諮
問
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
諮

　
問
も
関
白
頼
通
の
了
承
済
み
で
あ
る
が
、
「
内
々
」
と
も
「
密
々
」
と
も
記
さ
れ
て

　
い
な
い
。
こ
の
闘
白
以
外
へ
の
諮
問
以
外
の
何
物
で
も
な
い
事
例
を
坂
本
氏
は
引

　
用
し
て
（
「
一
人
諮
問
の
由
来
」
）
、
既
述
の
円
融
天
皇
に
よ
る
左
大
臣
源
雅
信
へ
の

　
諮
問
例
を
例
外
と
判
断
す
る
根
拠
と
す
る
が
、
そ
の
意
図
は
理
解
し
か
ね
る
。

⑫
　
坂
本
「
『
御
前
定
』
と
出
現
と
そ
の
背
景
i
院
政
へ
の
道
程
一
」

六
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
最
初
に
記
し
た
拙
稿
の
立
揚
へ
の
安
原
・
坂
本
両
氏
の
批
判
に
対
し
、
以

上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
反
論
に
よ
っ
て
、
前
掲
拙
稿
の
基
本
的
部
分
に
つ
い

て
の
再
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
そ
の
反
論
を
通
じ
て
、
次
の

よ
う
な
点
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
の
は
、
収
穫
で
あ
っ
た
と
思
う
。

③
内
裏
御
前
定
で
は
、
召
さ
れ
た
公
卿
が
清
涼
殿
の
広
庇
（
孫
庇
）
に
控
え

　
て
、
議
定
が
行
わ
れ
る
。

②
殿
上
定
に
は
原
則
と
し
て
天
皇
は
出
御
し
な
い
か
ら
、
「
殿
上
御
前
定
」

　
と
は
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。

③
御
前
定
の
「
御
前
」
と
は
清
涼
殿
の
昼
御
座
前
を
示
す
か
ら
、
殿
上
定
の

　
「
殿
上
」
と
同
次
元
の
空
間
概
念
を
示
す
。

⑧
歴
史
的
経
過
の
中
で
公
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
く
殿
上
定
で
あ
る
が
、
基

　
本
的
性
格
は
天
皇
と
公
卿
と
の
私
的
関
係
（
主
従
関
係
）
を
基
底
と
し
て

　
い
る
。
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⑤
坂
本
氏
の
い
う
コ
人
諮
問
」
と
い
う
制
度
は
存
在
せ
ず
、
天
皇
が
関

　
白
に
諮
問
・
相
談
す
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
「
内
覧
」
の
特
権
に
基
づ
い

　
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
考
察
を
公
卿
議
定
の
制
度
的
側
薗
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
が
、
坂
本
氏
の
主
導
す
る
王
朝
国
家
論
の
立
場
に
対
し
て
、
新
た
な
院

政
論
、
中
世
国
家
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
側
か
ら
ど
の
よ
う
な
形
で
接
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
求
め
て
い
く
か
は
三
三
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
公
卿
議
定
の

よ
う
な
朝
廷
内
の
制
度
史
研
究
の
み
な
ら
ず
、
寺
社
権
門
や
在
地
勢
力
と
の

関
係
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
と
く
に
、
公
卿
議
定

制
研
究
を
通
じ
て
の
摂
関
政
治
と
院
政
の
相
違
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
政
治
形

態
や
政
権
主
導
者
に
よ
る
時
代
区
分
と
は
別
に
、
国
家
の
政
策
や
国
家
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

体
制
に
よ
る
前
期
・
後
期
王
朝
国
家
の
区
分
を
主
張
す
る
坂
本
氏
の
立
場
に

対
し
て
は
、
両
者
が
密
接
に
関
係
し
て
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に

論
及
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
研
究
に
つ

い
て
の
別
稿
を
約
束
し
、
本
稿
の
考
察
は
こ
れ
ま
で
に
し
た
い
。

　
①
拙
稿
「
院
政
に
お
け
る
政
治
構
造
」
（
『
目
本
史
研
究
』
三
〇
七
、
一
九
八
八
年
）

　
　
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な
基
本
的
認
識
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
②
　
坂
本
「
王
朝
国
家
論
と
は
何
か
」
（
『
争
点
日
本
の
歴
史
』
三
、
古
代
編
且
、
新

　
　
人
物
往
来
社
、
一
九
九
一
年
）
。

（
付
記
）
　
本
稿
は
、
一
九
九
〇
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
奨

励
研
究
（
特
別
研
究
員
）
題
目
「
院
政
の
政
治
制
度
と
そ
の
運
用
」
）
に

よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
研
修
貫
　
京

公卿議定制の類型とその性格（美川）
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